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Ⅰ．趣旨

当社は、受託契約準則の一部改正を行い、本年７月１６日1から施行します（詳細につい

ては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。

今回の改正は、米国株券を信用取引の委託保証金の代用有価証券として用いることへの

ニーズが顕在化してきたこと等を踏まえ、市場利用者の利便性の向上を目的として、所要

の対応を行うものです。

Ⅱ．改正概要 （備考）

（１）米国株券の信用取引代用有価証券への追加

 米国の金融商品取引所に上場されている外国株券等について、

信用取引における委託保証金代用有価証券に追加することとし

ます。

 代用価格は、前述の金融商品取引所における前日の 終価格を

取引参加者が指定する為替相場により円貨に換算した価格に、

１００分の６０2を乗じた額とします。

（２）米ドルによる信用取引に係る委託保証金の差入れ

 米ドルによる信用取引に係る委託保証金の差入れを可能としま

す。

 米ドルにより差し入れられる委託保証金の金銭の額について

は、取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した

価格に１００分の９５を乗じた額とします。

（３）その他

 発行日決済取引についても、同様の取扱いとすることとします。

第４０条第２項、

第３項

第３９条の２第１

項、第２項

・第３２条

Ⅲ．施行日

２０１９年７月１６日 1から施行します。

以 上

                                                  
1 やむを得ない事由により、施行予定日から施行することが適当でないと当取引所が認める

場合には、同日後の当取引所が定める日から施行することとします。
2 当該 終価格が、差入時の直近のものである場合には、１００分の７０とします。


